
定例記者発表次第

日時／令和２年９月２５日（金）

１１時００分～

会場／矢板市役所 第一委員会室

１ 開会

２ 記者発表案件

（１）矢板市版 一歩先行くwithコロナ対策について

①インフルエンザ予防接種について（健康増進課）

②TAKIBI でテレワーク推進事業の実施について（総合政策課）

③学校電子図書館の開設について（教育総務課）

（２）令和３年成人式について（生涯学習課）

（３）地元産材活用支援事業（地産地消給食）の実施について（農林課）

３ 資料提供

（１）窓口延長業務の再開について（総合政策課）

（２）TAKIBI SHARE KITCHEN の開始について（総合政策課）

（３）店舗賃料支援金事業の実施について（商工観光課）

（４）オリエンテーリング体験会の開催について（スポーツ推進班）

４ 質疑応答

５ その他

６ 閉会

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

記者発表予定 １０月１６日（金）１０時３０分～ 第一委員会室



記者発表資料 

令和２年９月２５日（金）発表 

件  名 
矢板市版 一歩先行くwithコロナ対策について
 ①インフルエンザ予防接種について

 令和 2 年度はインフルエンザ予防接種の助成対象を拡大し、全年齢の市民を
対象とします。また、接種勧奨のため 18 歳までの子どもと 65 歳以上の高齢者
が指定の期間中に予防接種を受けた場合、市内で利用できる商品券を送付しま
す。 

１ 目的（趣旨） 
 新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの症状は共通する部分が多く、
今冬については、どちらの感染症による症状かを特定することは医療機関にと
って大きな負担となり、また、両感染症が同時に流行すると、地域医療体制が
混乱する危険性が高くなります。つきましては、すでに予防手段が確立してい
るインフルエンザの流行を予防することによって市民の健康を維持するととも
に、地域医療体制が混乱するリスクを低減することを目的とします。 

２ 接種費用の助成期間 
令和 2 年１０月 1 日（木）から令和３年２月２８日（日）まで 
※特典を受けられる期間の詳細は別紙参照

３ 助成・内容 
助成金額 １，０００円～３，９５０円（別紙参照） 
特典内容 １８歳未満 子育て応援券２，０００円分 

６５歳以上 道の駅やいた商品券２，０００円分 

※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担当課・グループ 健康増進課 健康増進担当 

担 当 者 名 相馬香織 中村哲也 

電 話 番 号 0287-43-1118 内線電話番号 ３５１ 



　新型コロナウイルス感染拡大に備えて
インフルエンザ予防接種を受けましょう

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の症状は共通する部分が多く、どちらのウイルスによる症状かを特定することが非常に
大きな負担となると予想されます。また、インフルエンザと新型コロナウイルスの同時罹患の可能性も考慮しなければなりません。
　地域の医療体制を健全に保つためには、インフルエンザの流行を抑えることで 1人でも多く発熱者の発生を予防することが有効です。
自身の健康のためだけでなく、家族のため、地域のために、インフルエンザ予防接種を受けましょう。
　今年度は、インフルエンザ予防接種費用の助成対象を拡大し、全年齢の方を対象としていますので、早期接種にご協力をお願いします。

対象（矢板市に住民登録がある方に限る）、接種回数、助成額／自己負担額

※経鼻インフルエンザワクチンは対象外です。

実施医療機関・予診票について

④～⑤の方
実施医療機関／市内医療機関に加え、県内の実施医療機関でも接種できます。
予診票／医療機関にありますので、予約の上、直接受診してください。 
※県外で受ける場合は、事前に健康増進課に申請が必要です。

①・②・④の方への早期接種特典
11月30日までに接種された①・②の方には･･･

令和 3年 1月 31日までに接種された④の方には･･･

医療機関で予防接種を受ける。
※①の方は 1回目を 11 月 30 日まで

12 月末に「子育て応援券」
2,000 円分が郵送されます。

「子育て応援券」を利用する。
※令和 3年 1月 31 日まで

医療機関で予防接種を受ける。 「道の駅やいた商品券」
2,000 円分が郵送されます。

「道の駅やいた商品券」を
利用する。
※令和 3年 2月 28 日まで

農産物直売所商品券
５００円

道の駅やいた

農産物直売所商品券

５００円

道の駅やいた

農産物直売
所商品券

５００円

道の駅やい
た

農産物
直売所

商品券

５００
円

道の駅
やいた

接種期間／10月 1日～令和 3年 2月 28日接種期間／10月 1日～令和 3年 2月 28日

①～③の方
実施医療機関／市内医療機関に加え、塩谷地区（さくら市・高根沢町・塩谷町）の実施医療機関でも

接種できます。
　予診票／医療機関にありますので、予約の上、直接受診してください。
※塩谷地区以外で受ける場合は、事前に①②は子ども課に、③は健康増進課に申請が必要です。

子ども課　　☎（４４）３６００
健康増進課　☎（４３）１１１８

提出・問い合わせ／
①・②        
③・④・⑤
※④の早期接種特典については、
高齢対策課　☎（４３）３８９６へお問い合わせください。

特典
あり

　　対象／生後 6カ月以上 13 歳未満の方
　　接種回数／ 2回
　　助 成 額／ 1回 1,000 円　※接種費用の差額を医療機関窓口でお支払いください。①

特典
あり

　　対象／ 13 歳以上 18 歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの間にある方
　　接種回数／ 1回
　　助 成 額／ 1,000 円　※接種費用の差額を医療機関窓口でお支払いください。②
　　対象／ 18歳以上 65 歳未満の方
　　接種回数／ 1回
　　助 成 額／ 2,000 円　※接種費用の差額を医療機関窓口でお支払いください。③

特典
あり

　　対象／接種日に 65 歳以上の方
　　接種回数／ 1回
　　自己負担額／ 1,000 円　※医療機関窓口でお支払いください。④
　　対象／ 60歳以上 65 歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全
　 ウイルスにより免疫の機能に障がいがある、身体障害者手帳 1級相当の方
　　接種回数／ 1回
　　自己負担額／ 1,000 円　※医療機関窓口でお支払いください。
⑤



記者発表資料 

令和２年９月２５日（金）発表・提供

件  名 
矢板市版 一歩先行くwithコロナ対策について
 ②TAKIBI でテレワーク推進事業の実施について

(説明文) 
  新型コロナウイルス感染症による外出自粛等に伴う多様な働き方を支援する
ため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、矢板ふるさ
と支援センターTAKIBI にてテレワーク環境を提供するサービスを開始する。ふ
るさと支援センターのスタッフが常駐するため、起業相談や移住支援も併せて行
い、U ターン等の促進のため、市外の方の利用も可能とする。 

１ 施設の名称  矢板ふるさと支援センターTAKIBI 
２ 所在地    矢板市扇町 1-11-30 電話 0287-47-7017 
３ 目的 
  新型コロナウイルス感染症による外出自粛等に伴う多様な働き方を支援する
ため、矢板ふるさと支援センターTAKIBI にてテレワーク環境を提供するサービ
スを開始する。

４ 施設の規模（概要） 
Wi-Fi 等の通信環境をはじめ、Wi-Fi スピーカー、PC モニター等を設置し、
オンライン会議等も行いやすい環境を整備する。（３密を避けるため同時使用
可能人数は４～５名程度を想定。）

５ 開設時間 令和２年 10 月１日に開設。月曜日から金曜日の９時から２０時を
開設時間とする。 

６ 使用料  令和２年度中は試用期間のため無料とする。 
７ 参考 

※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担 当 課 ・ 担 当 名 総合政策課 政策企画担当 

担  当  者  名 谷中 博和 

電  話  番  号 0287-43-1112 内線電話番号 222 



様式第 5 号 

記者発表資料 

令和２年 ９月２５日（ 金 ）発表・提供 

件  名 
矢板市版 一歩先行くwithコロナ対策について
 ③学校電子図書館の開設について

(説明文) 
１ 施設の名称 矢板市立学校電子図書館『ともなりライブラリー』 

２ 目的（趣旨） 臨時休校に伴う学習等の支援など「新しい学校生活様式」に対
応するため、また、読書に対する興味・関心を引き出し、家庭や日常生活の中で気
軽に読書に親しめる『家読』の環境づくりの推進のため、クラウド型電子図書館シ
ステムを利用した学校電子図書館を開設する。市立小中学校に通う児童生徒が利用
可能で、子ども読書活動推進体制の整備と新型コロナウイルス感染症対応を両立さ
せることを目的とする。

３ 施設の規模（概要） 
〇蔵書予定冊数 約３，０００冊（うち集団読書可能な図書 ５００冊） 
〇パソコンやタブレット端末・スマートフォンなど、所有する端末で３６５日２４
時間利用可能。 
〇公立小中学校での導入は、全国初（令和２年９月９日 TRC 調べ） 
〇矢板市 GIGA スクールによるタブレットでの授業にも活用 

４ 開設開始 令和２年１０月１日（木） 
 １０月７日(水) 午前１０時３０分から片岡小学校にて、オープニングセレモニ
ーを開催する。 

※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無

担 当 課 ・ 担 当 名 教育総務課管理担当 

担  当  者  名 小 野 陽 子 

電  話  番  号 ４３－６２１７ 内線電話番号 ４６１ 



記者発表資料

令和２年９月２５日（金）発表・提供

件  名 令和３年成人式について

１ 実施方法

  市内３か所に分散して開催し、オンライン中継で行う。

主催者あいさつ、新成人の誓いのことば、記念撮影とし、来賓の招待は行わ

ない。

２ 内容

  成人式サイトを構築し、令和３年成人式対象とした交流の場とするとともに、

市からの就活情報・定住等の提供や、新成人から市への意見を収集するツールと

して活用する。

  また、当日出席できない新成人が、サイトを通じてメッセージや写真を投稿

することで参加できるように活用する。

３ 日時 令和３年１月１０日（日）

対象者（卒業時） 開始時間 場所 内容

矢板中学校１～３組 9：30 

矢板イースタンホテル
記念撮影

など

矢板中学校４・５組

矢板東高等学校附属中学校

市外の中学校

11：00 

泉中学校 9：30 泉公民館

片岡中学校 9：30 片岡公民館

４ 対象者 平成１２年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた方で

１０月１日現在、矢板市に住所のある方

５ 問い合わせ 市生涯学習課 TEL0287‐43‐6218 FAX0287‐43‐4436 

※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無

担 当 課 ・ 担 当 名 矢板市教育委員会 生涯学習課 まなび担当

担  当  者  名 菊地 明子

電  話  番  号 0287-43-6218 内線電話番号 471 



記者発表資料 

  令和２年９月２５日（金）発表・提供

件  名 地元産材活用支援事業（地産地消給食）の実施について

１ 目 的

矢板市内で生産されている農畜産物を小中学校の学校給食に使用すること

で、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた地元産農畜産物の消費拡大

を図り生産者の支援を行うとともに、市内小中学生に地元産品の良さを再認識

する食育の場を提供します。

２ 対 象

  小中学校給食 約２，５００食／日 （市内５箇所の学校給食共同調理場） 

３ 実施日及び地産地消メニュー

・９月２５日（金）実施校：矢板小、川崎小

・９月２９日（火）実施校：東小、豊田小、泉小、片岡小、乙畑小、安沢小、

矢板中、泉中、片岡中

・メニュー：米粉パン、ごちそうビーフシチュー、イタリアンサラダ、

巨峰ゼリー、牛乳

※ 矢板市内の生産者が丹精込めて育てた「とちぎ和牛」、「じゃがいも」、

「たまねぎ」をメインメニューのビーフシチューで使用します。

次回は、１０月２１日（水）にカルビ焼き（とちぎ和牛）を提供します。

このほか、１１月から１月に実施予定の県産農畜産物を使用した給食（県事

業）に併せて、引き続き矢板市産の野菜、果物等の提供を予定しています。

４ その他

学校給食で使用する矢板市産の農畜産物は、道の駅やいた農産物直売所から

納入することで、地元農畜産物の消費拡大及び地産地消の推進を図ります。

また、「矢板市産のとちぎ和牛」という食材の指定については、JA しおのや

様のご協力を頂き実現しました。

５ 市長の学校給食訪問の実施

９月２５日（金）１２：１５～ 矢板小学校

※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無

担 当 課 ・ 担 当 名 農林課整備振興担当、教育総務課学校教育担当

担  当  者  名 長島めぐみ 、藤田敬久

電  話  番  号
農林）43－6210 
教育）43－6217 内線電話番号

農林）409 
教育）463 



学校給食市長訪問について 

日 時 ９月２５日（金） 

場 所 矢板小学校  

５年１組教室 

＜日 程＞ 

１１：００～  ９月定例記者発表 

（別紙記者発表資料説明） 

― 矢板小学校へ移動 ― 

１２：０５～  矢板小学校 校長室にて待機 

・記者さんは、校長室脇の会議室で待機

１２：１５頃  地産地消給食を児童と一緒に食べる 

（市長・教育長） 

記者も給食の様子を見学し、給食終了後児童へのインタビ

ューを行う。 

・給食後マスクを着けてのインタビュー

・給食中の撮影は可能

黒 板 

 市長 教育長 

□ □  □ □ 

□ □  □ □ 

１２：４５頃 給食終了 

  



様式第 2 号 

記者発表資料 

令和２年９月 25 日（水）発表・提供 

件  名 窓口延長業務の再開について 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4 月 20 日から 9 月 30 日まで休止して
いた窓口延長について、感染拡大防止を図る観点から、延長日を変更のうえ、10
月より一部再開いたします。 
 従前は毎週月曜日に実施していたものを、今後は毎週水曜日に実施することとな
りますので、市民の皆さまへの浸透を図るためにも、報道各位においても周知にご
協力頂けますと幸いです。 

１ 窓口延長業務実施日および開庁時間 
（１）10 月 7 日（水）より再開  開庁時間：17:15~19:00 まで

以降毎週水曜日（水曜日が祝日の場合はその翌日・年末年始は除く）
（２）窓口延長業務実施課

市民課および税務課（各種証明書の交付や住民異動等一部の手続きが対象） 
※社会福祉課、子ども課、健康増進課については休止を継続

2 開庁日を変更して実施する理由 
① 県内の多くの市町において、水曜日を窓口延長実施日にしている例が多く、

住民異動等の手続き時にその場で相互に連携が取れるなど、円滑な手続きが
可能となるケースが増加することが見込まれるため。

② これまで実施していた月曜日は、日中に多くの市民が来訪するにも関わら
ず、延長業務への対応のため、職員の出勤人数が少ない状況となっており、
市民の滞在時間が長くなる状況であった。そのため、混雑の防止と滞在時間
を縮減することで、新型コロナウイルスの感染機会の減少を図るため。

※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担 当 課 ・ 担 当 名 総合政策課 政策企画担当 

担  当  者  名 弦巻 賢介 

電  話  番  号 総合政策課 43-1112 内線電話番号 



様式第 5 号 

記者発表資料 

令和２年９月２５日（金）発表・提供 

件  名 TAKIBI SHARE KITCHEN の開始について 

  矢板ふるさと支援センターTAKIBI では、地域にチャレンジする人を増やす、
繋げる、支援する取組を推進することを目的の一つとして、地域おこし協力隊員
や集落支援を配置し様々な活動を行っています。このたび、センタースタッフや
地域の方々にも協力を頂きながら製作したシェアキッチンが完成し、レンタル利
用が可能となりましたので発表いたします。同じく、テレワークが可能な施設と
もなりますので、多様な利用形態や、利用者同士の新たな繋がりの形成の創出を
進めてまいります。 

１ 施設の名称  矢板ふるさと支援センターTAKIBI 
２ 所在地    矢板市扇町 1-11-30 （℡ 0287-47-7017） 
３ 施設の規模（概要） 

10～15 名程度（コロナウイルス対策のため席数を減としています）が収容で
きるカフェスペース、業務用キッチン、調理器具や食器等の貸し出し 

４ 利用方法 利用登録（10/1 より受付開始）を行ったうえで電話予約（℡ 
0287-47-7017）が必要となります。 

※禁止事項や利用上の諸条件がありますので、利用希望者と面談を実
施したうえで登録といたします。

５ 利用料  営業利用（食品衛生管理者等の資格が必要）：1000 円／１ｈ 
非営業利用：800 円／１ｈ 

６ 利用可能時間 8:00～22:00（準備、片付け等含む） 

※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担 当 課 ・ 担 当 名 総合政策課 政策企画担当 

担  当  者  名 弦巻 賢介 

電  話  番  号 0287-43-1112 内線電話番号 222 
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                  令和２年９月 25 日（金）発表・提供 

件  名 店舗賃料支援金事業の実施について 

（説明文） 
１ 事業概要 
  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上げが減少した市内事業者の事業
継続を支援することを目的に、事業用として借りている店舗やオフィスの賃料に
対し、店舗賃料支援金を交付する。 

 
２ 対象者 

市内に事業所を有し、直近の法人市民税確定申告書の所在地が矢板市である法
人、または、事業を営んでいる個人事業主で、令和２年５月～７月のいずれかの
月の売上げが、前年同月比で２０％以上５０％未満減少しているもの。 
※ただし、５月～７月のいずれか１か月の売上高が、前年同月比で５０％以上

減少している、または、５月～７月の連続する３か月の売上高の合計が前年同月
比で３０％以上減少している場合は、国の「家賃支援給付金」に該当するため、
対象外となります。 

 
３ 補助額 
１事業者１回限り、最大３０万円 
計算式：月額対象賃料の１／２の額（５万円を上限）×６か月相当分 
 

４ 申請期間 
 令和２年９月１日（火）～１０月３０日（金） 
 

担 当 課 ・ 担 当 名 商工観光課 商工担当 

担  当  者  名 小野崎賢一 

電  話  番  号 0287-43-6211 内線電話番号 421，422 
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 2 年 9 月 25 日（金）発表・提供 

件  名 オリエンテーリング体験会の開催について 

（説明文） 
 令和４年度の第７７回国民体育大会いちご一会とちぎ国体において、デモンスト
レーションスポーツとして矢板市で実施するオリエンテーリングの体験会を開催
するため報告します。 
１ 目的（趣旨） 
 体験会としてフットボールセンターで実施することで、オリエンテーリングの興
味関心の向上と、国体への機運醸成を図る。 
２ 日時 
令和２年１０月１１日（日）９時３０分～１２時 

３ 場所 
とちぎフットボールセンター 

４ 対象者 
小学生以上。１００名先着。申し込みは１～４名単位 

５ 参加費 
無料 

６ 主催 
いちご一会とちぎ国体矢板市実行委員会 

７ 主管 
栃木県オリエンテーリング協会 

８ 申込方法等 
別添チラシのとおり 

※提供資料の有無：有（別添のとおり）・無 

担 当 課 ・ 担 当 名 生涯学習課スポーツ推進班 

担  当  者  名 大澤 小林 

電  話  番  号 0287-43-6218 内線電話番号 471.473 
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